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1 老人福祉政策の中の家族介護者

をめ ぐる問題

最近,老人 と家族,家族と社会保障 ･社会福祉

サービスとの関係の問題を,｢家族介護者｣や ｢家

庭介護者｣あるいは ｢在宅介護者｣の概念で,広

く福祉制度やサービス給付の対象にくみ入れる視

点が導入されてきている(1)｡この家族介護者に対

する注目は,とくにねたきり老人や障害老人(2)杏

かかえる家族への対応の問題として日本でも,また

諸外国においても様々な角度から捉えられているO

しかし, これらの接近のうち,老親の世話を家

族から公的責任へと政治的に変換しているスウェ

ーデソやノルウェーの場合と,イギリスやアメリ

カのように,家族 と一緒にいれば必要なものが提

供されている,との前提で,家族支援の政策がさ

し控えられた り,あるいは実施されていない状

況(3)と,わが国のように,家族介護者-の接近が

｢家族負担の軽減｣という目的で政策視点に入っ

ている場合 とでは,おのずと理論的,政策的接近

の意味が異なるはずである｡

そこで,わが国において ｢家族介護者｣をとり

あげる場合,家族介護者を理論的に,また政策上

どのように規定しているかが明らかにされなけれ

ばならない｡すなわち,家族介護者という概念は,

老人の福祉を向上させる目的でか,あるいは,介

護者とその家族の福祉向上のためか,それとも,

老人と家族の双方の福祉向上を図るために導入さ

れた概念であり,視点であるのか,ということで

ある｡

このように,老人福祉政策や施策の中に,｢家族

介護者｣の視点を導入することは,従来,ともす

ると老人の福祉は高められたが,逆に介護者や家

族の福祉が阻害され,犠牲になる,といった ｢パ

ラドックス｣関係が生じたり,あるいは老人ホー

ム-の入所が ｢家族の福祉になっている｣といっ

た施設関係者の感想にみられるように,老人と家

族の ｢対立｣につながる可能性もある｡これらの

現象は,一体どんな問題を提起しているのだろう

か｡一言でいえば,老人福祉政策の中に家族介護者

概念を導入することによって老人と家族の ｢家族

的愛情｣による ｢共存｣のあり方が原則的な形で問

題提起されているといえるのではないだろうか｡

ねたきり老人とその家族介護者という関係は,一見

すると｢対立｣関係にある｡この｢対立｣関係を ｢家

族的愛情｣による｢共存｣関係にするにはどうしたら

よいか｡この問題を解く鍵は家族介護者に対する

福祉の接近のあ り方に係わっているといえよう｡

それだけに,家族介護者の概念を,福祉政策の

中でどう位置づけ,規定するかは重要な問題であ

る｡その場合,家族介護者概念の福祉政策への導

入によって,上記の老人と家族の対立の問題は勿

論のこと,老人と家族,家族と福祉政策との間に

生じている種々な問題,たとえは,なぜ,家族が

いるのに老人ホームに入所するのか? なぜ老人

ホームに老人を入所させた途端,家族の面会が少

なくなるのか? 老人は老人ホームから帰 りたい

といっているのになぜ家に戻れないのか? なぜ

病院で死ぬのか? なぜ施設で死ぬのか? なぜ

老親介護をめぐって老人 ･介護者双方に自殺や殺

人,心中までおきているのか? といったプリミ

ティブな疑問が解けなければならない｡勿論,

これら現象的,日常的問題に対しては,社会保障

の問題,家族機能の縮小,個人主義の発達,生育

歴に問題がある,性格 ･人格の問題,住宅問題,女

性の社会進出等の発生要因が提出されてはいる｡

しかし,ここでは,家族介護者もしくはその類

似用語である家庭介護者,在宅介護者が,老人福

祉政策,ないしは家族扶養理論の中でどのように

- 51-



位置づけられ,とりこまれてきたかを問題にする｡

つまり,家族介護者概念のとりこみによって,老

人と家族の ｢対立｣関係は解けたのか否かを明ら

かにしたい｡もし,解けない現況にあるとしたら,

一体,どこに問題があるのだろうか｡

そこで以下において,まず,前半では,ねたき

り老人を抱える家族に対して,福祉政策はどのよ

うな規定と位置づけをおこなっているか,また,

そこにはどんな問題があるかを明らかにし,後半

において,それらの問題について政策的にどのよ

うに考えてゆくべきか,政策の位置づけと役割 り

を明確にし,老人と家族の関係,家族と福祉政策

との望ましい関係を実現させるための課題を提出

することにする｡

2 家族介護者政策の今 日的性格

ここでは,家族介護者政策の今日的性格を明ら

かにするために,まず,家族と老親扶養の能力 ･

範囲について教科書的な捉え方を概観し,ついで,

老人福祉政策の中に現われた家族介護者の位置づ

けを明らかにし,その後,家族介護者と福祉サー

ビスの関係を現状から整理することにする｡

(1) 家族と扶養能力の捉え方

1) 家族機能の縮小と介護の ｢社会化｣

一般的には,家族社会学の領域から,現代の家

族と老親扶養の問題は,役割理論,構造機能論,

家族周期論等の観点から研究されているが,同時

に,老人と家族の日本的特性を把捉するために,

伝統的なイ-制度 ･イ-意識との関連が重視され

ている(4)｡このことは,老人間題の発生の背景の一

つにあげられる ｢家族扶養の衰退｣,｢家族機能の

縮小･減退｣,故に,社会保障,社会福祉サービス

が必然化するという文脈の根拠になっている｡あ

るいは,家族扶養能力の減退 ･衰退を認めた上で

の福祉政策の登場が現代家族および老人問題の一

般的説明である｡一連の F厚生白書』および厚生

行政関係の ｢老人の福祉｣ないしは ｢老人問題の

背景｣の章は,必ずといって良いほど,この家族

枚能の現代的変化をとりあげている｡

このことは何を意味しているのであろうか｡そ

れは,通常,家族機能の ｢社会化｣として説明さ

れているものである｡現代の敵しい社会 ･経済変

動-近代化の中で,世帯規模が縮小し,核家族が

増大する｡そして平均寿命の延長と出生児数の減

少によって家族周期も変化する｡同時に,前近代

の社会では備わっていた とされる老親扶養の機能

も,他の家族琉能と同様に,家族内で維持できず

家族外の専門枚関に｢移譲｣(5)されるようになる｡

しかし,そもそも ｢家族機能｣とは何であろう

か｡そして,家族機能の ｢社会化｣論と老親扶養

の関係はどのように位置づけられているであろう

か｡家族機能について『現代社会福祉事典』(全国

社会福祉協議会)を引くと,｢産業社会以前の家族

は,経済的,教育的,宗教的,娯楽的,保護的な

諸機能をもっていた｡だが,現代家族は･--(令

種の専門機関)にとって代 られ,今や家族扱能は,

1)社会的に承認された人 口増殖,2)子どもの養育

と社会化,3)家族員の相互信頼と休息,4)共同の

生計,という機能をもつにすぎない｣とされる｡

このうちの保護機能に ｢老人の世話｣が入ること

になる｡したがって,｢老人の世話｣は,産業社会

以前の家族-直系拡大家族の機能には含まれてい

たが,現代の家族-核家族の機能には含まれない

ことになる｡

では,保護機能,なかでも｢老人の世話｣の機能は,

どのようにして｢社会化｣されていくのか｡それは,

家族諸機能の｢社会化｣が経済社会の発展に伴って,

｢同時｣に行われるのではなく,｢段階的｣に行わ

れるというのである｡すなわち,｢老人の問題は,

だんだんと家族の手を離れ,公的な責任へと移行

していく｡まずはじめは,経済的扶養の社会化と

いうことであり,ついで,介護扶養の社会化とい

うことであり,最後には,死の社会化ということ

である｡｣(6)この｢介護扶養の社会化｣段階こそ,午

金と医療につぐ福祉サービスの登場である｡家族

機能の ｢社会化｣過程と公的責任の必然化は,確

かに上記の論理で説明されよう｡問題は現代社会

の中での ｢老人を含む家族｣と ｢介護扶養の社会

化｣の関係をどのように捉えるか,ということで

ある｡

この点は,家族機能の ｢社会化｣論一般では解

けない問題である｡つまり,現代社会にありなが
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ら,イェ意識の個人的 ･社会的残存と,直系家族

形態,拡大家族的形態を維持している ｢現実の家

族｣を公的責任-家族介護者施策との関係でどの

ように説明し得るか, という問題である｡周知の

ように,第二次臨時行政調査会の ｢第一次答申｣

や ｢日本型福祉社会｣論にみられるように,これ

ら特殊日本的相互扶助機能をもつ家族は,｢日本的

な安定力｣ と賞揚され,他方で ｢公共施策削減の

カバーを期待｣される対象になっている｡ではな

ぜ,現代のわが国の家族は ｢日本的な安定力｣ と

｢公共施策削減｣が期待できるのであろうか｡ま

ず,｢公共施策削減｣の対象としての家族は,臨調

のねらいでも明らかなように ｢国民の暮らしと健

康にかかわる分野でも公共施策をできるだけ削減

し,その分を地域 ･親族 ･家族がカバーし,なお

足 りない部分は福祉関係の物財 ･サービスも商品

化し市場のメカニズムにゆだねるという構想(7)｣

の中で位置づけられている｡このことは,公共施

策削減政策に対して,その分をカ/ミーできる ｢家

族｣の現実がなければならない｡この ｢家族｣ と

は一体どのようなものか｡｢日本的な安定力｣,棉

互扶助機能-福祉機能の威力をもってきた日本的

な家族とは,｢愛情や親和力といったパーソナルな

人間関係にかかわるものと相互扶助機能とが混然

と一体になっているものであって,やがて分化す

るはずの両者が未分化な状態にあるものにはかな

らない｡つまり,生活における共同的なものが,

前近代に見られるような即日的な段階にある場合

は,地域 ･親族 ･家族などにふくまれ碇泊する｡

しかし,共同的なものは,その対日的な段階では,

地域 ･親族 ･家族との未分化な合体をやめ公共性

として対日化されるようになり公共施策として具

体化されるようになっていく｡それによって地

域 ･親族 ･家族などは,人格的な結合の単位とし

てより純化されるようになっていく.｣糊とい うの

である｡

現在,富みに期待され,賞揚されている日本的

なる ｢家族｣ とは,生活における ｢共同的｣なも

のと,｢人格的｣なものとが ｢混然一体化｣してい

るもので,やがては分化するはずの両者が未分化

な状態-おくれた段階にある集団の状態である｡

それ故,日本的な家族に含まれている福祉機能は

一見,威力のある効率の高いものに見えるが,な

お即日的は段階にあるものであり,やがては社会

化-公共施策化され,愛情や親和力といったパー

ソナルな人間関係の部分のみが家族に残されるこ

とになる｡現代の日本的なる家族の特徴を,｢共同

的｣なものと ｢人格的｣なものに二大別し,さら

に,即日的･対日的なる発展段階論の中で ｢家族｣

の機能を位置づける方法は,家族摸能論一般より

も説得的である｡なぜならは,現代の直系家族,

拡大家族の形態をとっていても,相互扶助機能部

分の公共施策化の必然性,かつ必要性が説明可能

になるからである｡

次に,家族と扶養能力の問題についても,上述

の家族機能 ｢社会化｣論とは別の角度からみてみ

よう｡

｢家族はどこまで老親を介護できるか｣という問

題に対して,いわゆるねたきり老人に対する家庭

介護を可能にする条件として,家族の｢介護能力｣

と｢介護意思｣の二つの要因が提出される(4)｡そし

てこの二つの要因を組み合わせることによって,

(》介護能力,介護意思がともに高いケース,(勤介

護能力は高いが介護意思の低いケース,③介護能

力は低いが,介護意思の高いケース,⑥介護能力,

介護意思ともに低いケースに分類される.その結

果,(丑の場合には,ほとんど問題なく家庭介護を

続けることが可能だが,② ③ ⑥ については,家族

外の親族や近隣の援助あるいは社会福祉的なサー

ビスが必要であり,それらが得られない場合には,

家庭崩壊に至るか,老人を家庭から排除し,老人

ホームや老人病院に入院させるとい うことにな

る(10)｡そして,介護能力をきめるもっとも重要な

要因は,経済的条件や住宅条件よりも介護者の有

無,介護者を補助する人の有無であり,介護意思

の決定要因としては,①ねたきりかぼけになるま

での老人と家族の人間関係および老人をめぐる家

族の人間関係,②老いと死に対する理解と想像力,

③ 自己実現欲求の強さ,が指摘される(ll)0

みられるように,ねたきり老人を家庭内で介護

する場合 ｢介護能力｣と ｢介護意思｣の問題が主

張されている｡一般的には,家庭内介護の可能性

を分析する枠組みとしては有効な概念-O提出であ

ろう｡しかし,ここで問題なのは,｢家族はどこま

で老親を介護できるか｣ という問題の建て方であ

る｡この問題の建て方はきわめて実践的である｡
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その場合,たとえは,④という最悪のケースでも,

現実的,実際的には,家庭内介護をしなければな

らなかったり,あるいは,させられたりする事態

が多々ある｡その典型が,共働きの嫁が,老親ま

たは養父母の介護のために職を辞める,というケ

ースであろう｡家庭内･外の公私の援助が不備 ･不

十分な現実の中で,⑥の事例は,老人ホームでも,

家庭内崩壊でもなく,ただひたすら ｢嫁｣が犠牲

になることになる｡この例は,何を物語っている

のだろうか｡今日のわが国では,いまだに,老親

の介護は女性の役割り,嫁 ･妻 ･娘の務め,とい

った個人的 ･社会的意識が根強いことを示してい

るのではないか｡この点を抜きにして,実践的課

題 としての ｢家庭内介護の可能性｣を追求したと

しても,それは具体的生活から遠い,抽象的 ･一

般的分類に陥入る危険性があるのではないだろう

か｡

2) 民法第730条と ｢介護義務｣解釈の拡大化

ところで,そもそも,｢扶養｣という概念の内容

は何だろうか｡｢介護｣概念は ｢扶養｣概念に含ま

れるものなのだろうか｡ここで,あらためて ｢扶

養｣と ｢介護｣の関係を整理しておこう｡

扶養といえは,公的扶養-社会保障･社会福祉,

私的扶養-家族 ･親族という図式を措くのが一般

的である｡そこで,ここでは,私的扶養を規定し

ている民法では,介護を扶養の範囲に含めている

のかどうか｡さらに,同居している老親の介護は

同居家族の扶養義務とみなされるのであろうか｡

あるいは,老親の側からすると,自分は介護して

もらう権利があるといえるのかどうか｡もしその

時,同居親族の側が,介護するのを拒否した場合

にも,なおかつ法によって強制することができる

のかどうか｡このような問題に対して,民法はど

ういう解答を用意しているのであろうか｡

民法第 4編 ｢親族｣第6章 ｢扶養｣のうち第877

条 1項の条文をみると｢扶養義務者｣として ｢直系

血族及び兄弟姉妹は,互に扶養する義務がある｡｣

との規定がある｡また,第730条をみると｢親族間

の互助義務｣として ｢直系血族及び同居の親族は,

互に扶け合わなければならない｡｣とある｡これら

二つの条件,つまり,｢扶養義務者｣の規定と,｢同

居親族間の互助義務｣規定の中に,同店老親の介

護は,いわゆる ｢扶養義務｣に含まれるのであろ

うか｡換言すると,老親扶養に関連した問題とし

て,家裁は ｢老親の身のまわ りの世話をせよ｣と

いう命令 (審判)を出せるのかという問題である｡

解答は,養護命令を出すことを禁じている条文も

なく,養護を命じることじたいは被扶養者にとっ

てはむしろ好ましいことであるから,扶養の-態

様であるとみて,そ ういうことを命じても違法と

まではいうべきではない,という解釈が一方で成

り立つ｡同時に,民法でいう ｢扶養｣とは,親族

中の生活困窮者に対する ｢経済的出費｣のことで

あり,民法学者は,扶養というときには主として

は経済的出費のことを考えている (扶養の方法一

民法879粂-の中に養吉をふ くめて考えることも

できるであろうが),といわれる(12)｡このように,

民法-私的扶養の規定では,扶養-経済的出費を

指し,老親の養護 (介護)は扶養の方法の一形態

として含まれるものの,権利義務関係は必ずしも

明確にされていない,というのが通説である｡

しかし,他方で,扶養概念に介護扶養を含め,

しかも権利義務関係が規定されているとする解釈

も行われている｡つまり,これは扶養に関する通

説に対して,拡大解釈が成 り立つという立ち場で

ある｡その根拠は,民法第730条の｢同居親族の互

助義務｣規定にある,というのである(13)｡論者に

よると,公私の扶養は ｢経済的扶養｣と ｢身体的

扶養｣に分けられ,そのうち私的扶養面では,氏

法第877条第 1項の規定は,｢専ら経済的扶養を意

味するとされ 身体的扶養の権利義務については

民法上必ずしも明確ではない｡｣ことを認める｡し

かし民法第730条の規定については,｢通説はその

立法経過等からみて意味のない規定であり削除す

べきであるとしているが,身体的扶養について規

定したと解釈できる余地があるのではないかと考

えられ,したがって,私的扶養においても経済的

扶養と身体的扶養の二つの義務が課せられている

とみることができよう｡｣(14)と通説を超えて身体

的扶養についても,同居親族扶養の互助義務,被

扶養権利を認める立場に立つ｡これは,民法第730

条の積極活用を説 くものである｡

だが,730条を上記のように解釈し,その上,

身体的扶養を同居親族の権利義務関係にまで展開
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させることが可能であろうか｡確かに,現行民法

上では,明確な規定がなされているわけではない｡

問題は,｢解釈上可能かどうか｣というより,むし

ろ,老親の介護を同居親族に ｢扶養義務｣として

課す ことの意味およびその結果を問 うべきだろ

う｡その前に,民法730条について簡単にふれてお

こう｡730条は,一般的には｢家庭的な共同生活に

おいての倫理的な理念の表明にすぎず,強制力は

ない｡扶養義務 (877),同居義務 (752)は別に定

められ強制力を持つ｡｣(15)また,｢民法起草者をは

じめとして多 くの解釈論は,民法730条を道徳的な

規定 として解釈の対象から外そうとする傾向をも

つ ｣(16)とされる｡では,なぜ730条の解釈適用につ

いて,従来から民法学者の問に大いなる議論がな

されてきたのか｡それは,｢同条はその解釈適用を

誤ると,家制度復活に連なるおそれがあるから,

同条はいわばこれを無視せよという見解が通説で

ある｡同条は有害無用の規定である｣(17)ともいわ

れているからである｡つまり,730条の拡大解釈,

積極活用論は,｢家制度｣の復活に連なるが故に,

同条の無視,有害無用論が戦後のわが国の民法解

釈論において ｢通説｣とされてきたのである｡そ

もそも民法730条の実現経過をみると(18),戦後の

民法改正作業における ｢家｣制度の廃止をめぐっ

て,理念としての家族制度の存続と法律的な意味

における家族制度の廃止 とい う相対立する側面

杏,730条の実現によって乗 り切った,という事実

がある｡このように,｢家｣制度をめぐって ｢激烈

な論争｣が存在したという歴史的経過を踏まえる

なら,730条の解釈について拡大解釈するよりもむ

しろ,｢通説｣に従 う方が説得的ではないだろうか｡

しかも,｢私的扶養の範囲を縮小して公的扶助を拡

大していく｣という方向が,世界的な傾向であり,

従来立法論 として いわ れてい る傾 向で もあ

る(19),のだから｡

ところで,老親の身体的扶養を同居親族の権利義

務関係で規定することの問題は,単に730条の解釈

論の是非に止まらず,より基本的には,身体的扶

養を法律論でしばれるかどうかにかかっている｡

このことは,なぜ,民法における扶養は経済的扶

養を意味してきたか,ということにも関連するこ

とである｡家裁は ｢老親の身のまわ りの世話をせ

よ｣ という ｢養護命令｣を扶養義務者に対してく

だせるか否か｡この場合の ｢扶養｣ とは経済的出

費だけではなく,サービス給付も含んでいる,と

いう前提に立つ｡条文上の解釈はすでに上述した

如 くである｡問題は,たとえ｢養護｣(介護)を命

じたとしても ｢あまり効果はないであろう｡--･

(したがって養護命令は出せないとい う見解もあ

る),--というのは,-･･-養護命令を出してみて

ち,養護しない者がでてきたときに,それを強制

して養護させることができるかどうか｡｣これに対

して ｢経済給付｣の場合には,もし ｢経済的出費

をせよと命令をくだしたときに,その家裁の命令

があるにもかかわらず金を払わないとか,--坐

活費を給付しないということになれは強制執行が

できるわけである｡裁判所の力をかりて長男から

長男の財産を差し押さえてお金にかえるとかす

る｡そういうことが最後の手段 としてできる｡--･

ところが 『日夜,おばあさんの面倒を暖かい心と

誠意をもってみなさい』と命じてみても,これを

守らない老がでた場合に,それを強制する手段が

ない｡だいたい強制してやらせるとか,強制され

るのがいやだから,仕方なくうわべだけやってお

こうということは,養護とはなじまないものであ

皇i｡内心はいやでいやでたまらないが,弓銅 Uが

こわさにしぶしぶとりつくろってやっておこうと

いうことになったのでは,やられる老親の方がた

まったものではないO｣(20)(下線 '.萩原).少々,引

用が長くなったが,ここには,経済的扶養と身体

的扶養の性質の違いが明確に示されている｡つま

り,"ぎりぎり"の家族関係 (今 日の社会状況におい

ては,決してレア･ケースではない)の中で,｢強

制的養護｣や ｢命令的介護｣の表現は形容矛盾な

のである｡なぜならば,｢養護｣の概念になじまな

いからである｡したがって,｢こういう問題はもは

や法律論の限界をこえるもの｣(21)とい うことにな

る｡

以上,民法の877粂1項 と730条を根拠に,介護

扶養も同居親族の扶養義務と規定する拡大解釈,

積極活用論に対して,｢養護 (介護)｣概念の基本

的性格から批判せざるをえないことを述べてき

た｡いまや,老親介護の私的扶養部面は,法的扶

養義務関係やイ-意識の中での｢拘束された介護｣

ではなく,介護する側もされる側も, ともに人間

の尊厳-基本的人権が守られる介護のあり方こそ
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求められている｡その意味では,介苦の概念にな

じまない ｢介護｣は介護ではないということを民

法学者の研究から学ぶことができる｡

(2) 家族介護者をめく･る老人福祉政策の特徴

1) 老人福祉政策の展開と家族介護者

わが国の社会事業法制史を振 り返ってみると,

家族 ･親族 ･隣保などの ｢共同体的扶養｣が公的

救済に先立って期待されてきた｡たとえは他救規

則における ｢極貧独身｣の規定がそれであり,救

護法における ｢扶養義務者の扶養能力｣が実際に

扶養を行っていると否とに係わらず ｢保護の受給

資格なし｣ とされた り,現行生活保護法において

さえ,｢保護の補足性｣という私的扶養優先の ｢原

理｣が,その例である｡戦前においては,とくに

家族制度の美風維持の思想が社会事業立法に色濃

く貫ぬかれた結果,家族のある者の救済は,たと

え貧困であっても,対象から外された り制限され

てきたのである｡

では,生活保護法から分離 ･独立した福祉的サ

ービスとしての｢老人福祉法｣,またそれをも含む

｢老人福祉政策｣は家族介護者についてどのよう

な位置と役割 りを与えてきただろうが22)0

(む 家族の代替 ･補完策としての老人福祉法

昭和38年8月より施行された ｢老人福祉法｣で

は ｢心身の健康保持｣と｢生活安定｣のために ｢必

要な措置｣が講じられている｡前者の目的のため

には健康診査と老人クラブに対する援助が当り,

後者の目的には養護老人ホームまたは特別養護老

人ホームへの収容と養護受託者への委託,老人家

庭奉仕員による世話が当たることになっている｡

このうち,老人ホームの収容と家庭奉仕員によ

る世話の規定を概観しよう｡まず養護老人ホーム

の入所要件と家族との関係をみると,｢65歳以上の

ものであって,身体上若 しくは精神上又は環境上

の理由及び経済的理由により居宅において養護を

受けることが困難なもの｣(老人福祉法第11粂第 1

項第 2号)に対し,養護老人ホーム-の収容措置

が行われる｡これらの条件のうち,｢環境上の理由｣

に家族および住宅の事情が含まれ,具体的には,

｢ア 身体上又は精神上の障害のため日常生活に

支障があり,_む2,その老人の世話を行 う養護者

等がないか,又はあっても適切に行 うことができ

ないと認められる場合,イ 家族又は家族以外の

同居者との同居の継続が老人の心身を著しく害す

ると認められる場合,り 住居がないか,又は住

居があってもそれが狭あいである等環境が劣悪な

状態にあるため,老人の心身を著しく害すると認

められる場合｣(昭和38年 7月31日社発第521号社

会局長通知 ｢老人ホームへの収容等の措置の実施

について｣,なお下線 :萩原)に収容措置されるこ

とになる｡みられるように,養護老人ホームへの

措置条件は,老人個人の心身上の障害のみでは満

たされず,｢かつ｣という接続詞が使われている如

く,｢同時に｣,｢その上｣といった同時並行的条件

として ｢家族の事情｣が求められていいる｡この

｢家族の事情｣は,家族が無かったり家族の養護

を受けることが困難な事情にある老人に対してだ

汁,養護老人ホームへの収容措置が発動されるこ

とになる｡このような入所要件は,｢老人の福祉は

原則としてその家庭において家族とともに生活す

るところに存する｣(23)という考え方に由来してい

る｡つまり,この人所要件は,老人の福祉は ｢家

庭にいて家族とともに生活すること｣が原則であ

り,また,それが老人の福祉なのだ,という考え

方に沿ったもの,ということができる｡

以上の規定から,養護老人ホームへの収容措置

と家族との関係は,福祉が家族の代替化的機能も

しくは補完的機能を果たすべきもの,という位置

と役割 りが与えられていることを示している｡

つぎに,特別養護老人ホームの入所要件をみて

みよう｡老人福祉法第11粂第 1項第3号によると,

｢65歳以上の者であって,身体上又は精神上著し

い欠陥があるために常時の介護を必要とし,史2,

居宅においてこれを受けることが困難なものを当

該地方公共団体の設置する特別養護老人ホームに

収容 (又は当該地方公共団体以外の者の設置する

特別養護老人ホームに収容を委託すること｣(下

線 :萩原)になる｡特別養護老人ホームへの措置

妻件も,養護老人ホームと同様に,老人の心身上

の欠陥に加えて ｢居宅において (常時介護を受け

ることが)困難なもの｣と制限されている｡この

ように,法律上は心身上の-ソディキャップに注
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目しながらも,実質的には ｢居宅で介護の不可能

なもの｣に限定される結果,現実には,特別養護

老人ホームは家族の ｢代替｣あるいは ｢補完｣的

機能の役割 りが担わされていることになる｡

しかし他方で,このような常時介護を必要 とす

る状態にある老人は,｢家庭においては適切な介護

を受けることが一般的に困難であり,また,在宅

ケア-としての老人家庭奉仕員の派遣でカバーし

きれない状態であり,特別養護老人ホームに収容

して,24時間 ケ7-を行お うとす る ものであ

る｣(24)(下線 :萩原)との解説が厚生省当局者によ

って行われている｡この ｢解説｣によると,｢常時

介護を必要 とする状態にある老人｣の世話は,｢家

族においては適切な介護を受けることが一般的に

困難｣であ り,そ うかといって,｢在宅ケア-とし

ての老人家庭奉仕員の派遣ではカバーしきれない

状態｣なのであり,したがって,ねたきり老人の

｢適切な介護｣の方法として ｢特別養護老人ホー

ムへの収容｣が家庭介護や在宅ケア一に比べて｢よ

りよい方法｣とされているのである｡この ｢解説｣

は ｢老人の福祉の原則｣および老人福祉法第11条

の規定より,はるかに,ねたきり老人 とその ｢適

切な介護｣のあり方について貴重な判断を示して

いるといえよう｡

ではつぎに,老人家庭奉仕員派遣事業 と家族 と

の関係をみることにする｡老人家庭奉仕員派遣事

業は,在宅福祉の ｢柱｣ として実施されているサ

ービスである｡老人福祉法第12条によると,｢市町

村は,社会福祉法人その他の団体に対 して,身体

上又は精神上の障害があって日常生活を営むのに

支障がある老人の家庭に老人家庭奉仕員 (老人の

家庭を訪問 して老人の日常生活上の世話を行 う者

をい う｡)を派遣 してその日常生活上の世話を行わ

せることを委託することができる｣ と規定してい

る｡本条項では,老人家庭奉仕員の派遣対象は｢身

体上又は精神上の障害があって日常生活を営むの

に支障がある老人｣となっているが,｢老人家庭奉

仕員派遣事業運営要綱｣によると ｢老衰,心身の

障害及び傷病等の理由により臥床しているなど日

常生活を営むのに支障があるおおむね65歳以上の

者のいる家庭であって,その家庭が老人の介護を

行えないような状況にある場合 とする｣(最終改正

昭和58年 5月20日,社老54,なお下線は萩原) と

している｡

家庭奉仕員の派遣対象について,その変遷をた

どってみると,｢要保護老人世帯｣- ｢低所得の家

庭｣- ｢ねたきり老人世帯｣へと移 りつつも,そ

して今日,課税世帯-の対象の拡大-費用負担制

の導入を行ってきながら,派遣対象の基本は結局

は ｢その家族が老人の介護を行えないような状況

にある場合｣とされているのである｡その意味で,

老人家庭奉仕員派遣事業も,家族の事情が資格要

件 となっていることから,家族の代替 ･補完的役

割を果たしてきたといえよう｡

(参 在宅老人福祉政策 と ｢家族負担の軽減｣

ねたきり老人を抱える家族にまで対策対象を拡

げる視点が明確に導入されたのは ｢今後の老人ホ

ームのあ り方について｣(中央社会福祉審議会･答

申,昭和52年11月)と,｢当面の在宅老人福祉対策

のあり方について｣(中央社会福祉審議会･意見具

申,昭和56年12月)である｡前者の ｢答申｣では,

｢老人ホーム機能の地域開放｣の必要性が家族介

護者 との関係で次のように示されている｡具体策

としての ｢短期収容事業 (ショー ト･スティ事業)｣

の項で,｢短期入所の必要性がある老人 としては,

ねたきりの老人であって,通常は居宅において養

護 してくれる者がいるが,その養護者に疾病など

の事故があ り,一時的に居宅における養護が受け

られなくなったものが挙げられる｡｣つまり,短期

入所事業の対象は,｢居宅でねたきり｣,介護者が

いるものの,その介護者が ｢一時的事故｣による

｢一時的｣に介護ができなくなった場合 となって

いる｡この審議会 ｢答申｣の意見を直接の契機と

して,｢老人を介護する家族の負担を軽減する｣施

策が昭和53年より ｢ねたきり老人短期保護事業｣

として,また,昭和54年度より ｢デイ ･サービス

事業｣ として新たに実施されているのである｡こ

れらの事業は,｢老人の福祉｣と ｢家庭の福祉｣の

向上を図る目的で導入されたものであるが,この

二つの対象に対する福祉の向上は,｢長年住み慣れ

た家庭や地域において可能な限 りとどまりながら

ケアを受けることができる｣ ところの ｢在宅老人

福祉対策｣ という範噂の中で可能になるとされて

いる｡｢在宅老人福祉対策｣の うち ｢要援護老人対

策事業｣の種類にあげられているのが,老人家庭
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奉仕員派遣事業,老人ホームにおける食事サービ

ス事業,ねたきり老人短期保護事業,およびデイ･

サービス事業の5つである｡

では,｢在宅老人福祉対策｣のうち,｢家庭の福

祉｣はどのように図られようとしているのだろう

か｡まず,｢ねたきり老人短期保護事業実施要綱｣

(昭和58年 5月20日,社老54)に沿って本事業の

｢目的｣をみると,｢ねたきり老人を介護している

家族が疾病にかかる等特別な理由により,居宅に

おける介護が困難 となった場合に,当該老人を一

時的に特別養護老人ホームに保護し,もってこれ

ら在宅のねたきり老人及びその家庭の福祉の向上

を図ることを目的とする｡｣とある｡この規定によ

ると,｢在宅ねたきり老人｣を介護している｢家族｣

とは,家族全員ではなく,｢特定の家族｣,つまり

｢主に介護している老｣1人が想定されていると

みることができる｡なぜなら,｢保護の要件｣をみ

ると,｢ねたきり老人の介護者が,疾病,出産,辛

故等止むを得ない理由により,その家庭において

ねたきり老人を介護できないために一時的に保護

する必要があると市町村長が認めた場合であるこ

と｡｣だからである｡つまり,｢居宅における介護

が困難な場合｣ となる ｢特別な理由｣,｢止むを得

ない理由｣とは,｢疾病,出産,事故等｣だからで

ある｡これらの事態は ｢家族全員｣に同時に発生

することは ｢まれ｣であろう｡したがって,ここ

での ｢介護者｣は ｢主な介護者｣に限定されてい

るとみてよいだろう｡また,｢特別な理由｣,｢止む

を得ない理由｣に,介護者の ｢就労｣ないしは ｢勤

労｣が含まれていないことに注目する必要がある｡

家族介護者施業の ｢資格要件｣にこれらの点が明

記されていない点は看過できない｡後に,立ち入

って検討するつもりである｡

つぎに確認しておかなければならないことは,

｢一時的｣という｢保護の期間｣についてである｡

前記 ｢要綱｣によると,｢保護の期間は,7日以内

とすること｡ただし止むを得ない事情があるとき

は,必要最少限の範囲で延長することができる｡｣

とある｡すなわち,｢短期保護事業｣の ｢短期｣と

は,原則として ｢1週間以内｣,その上,｢保護の

要件｣は ｢市町村長｣が認めた場合に限られてい

る｡

みてきたように,｢家族の福祉｣は,｢主な介護

老｣が ｢疾病等｣の理由で ｢介護が困難な場合｣

に,｢1週間｣を限度に｢保護｣されることになる｡

しかも,この ｢保護｣の必要は ｢介護者｣本人,

もしくはその家族が決定するのではなく,｢市町村

長｣が決めた場合に限られるのである｡いうなら

ば,｢その限り｣での ｢家族の福祉｣であり,｢家

族の負担の軽減｣なのである｡その上,｢ねたきり

老人短期保護事業｣の対象者は,｢おおむね65歳以

上の者であって,身体上又は精神上著しい欠陥が

あるために常時の介護を必要とするが,家族の介

護を受けているため,特別養護老人ホーム収容の

対象とならないもの｣(前掲 ｢要綱｣)なのである｡

これによると｢家族の介護を受けている｣老人は,

特別養護老人ホームの収容の対象に ｢なれない｣

のである｡ねたきり老人を抱える家族の ｢負担の

軽減｣策とは,家族の利用できるサービスの範囲

をいく重にも制限した上での ｢対策｣となってい

るのが実情である｡

｢デイ ･サービス事業｣についても,｢家族の福

祉｣の向上がどれだけ実効力をもって実施されて

いるかとなると疑問である｡周知のように,｢デ

イ･サービス事業｣は ｢通所サービス事業｣と ｢訪

問サービス事業｣に分れ,前者の対象は当該老人

とその家族であり,後者の事業の対象は当該老人

及び身体障害者となっている｡したがって,ここ

でのテーマに沿 うなら,前者の ｢適所サービス事

業｣が該当する｡まず,本サービスの ｢目的｣に

ついて前掲の ｢要綱｣をみると,｢適所サービス事

業は,特別養護老人ホーム,又は養護老人ホーム

にデイ ･サービス施設を設け,在宅の虚弱老人等

に対し,適所の方法により各種のサービスを提供

することによって,当該老人の自主的生活の助長,

社会的孤立感の解消,心身機能の維持向上等を図

るとともに,その家族の身体的 ･精神的な負担の

軽減を図ることを目的とする｡｣そして,｢事業内

容｣ として(1)入浴サービス,(2)食事サービス,(3)

生活指導,(4)日常動作訓練,(5)休養,(6)家族介護

者教室,(7)輸送サービスの7事業が掲げられてい

る｡これらの ｢事業の対象者｣は,｢おおむね65歳

以上の者であって,身体が虚弱のために日常生活

を営むのに支障がある者とする｡｣ただし,(6)家族

介護者教室の対象者は,｢原則として家庭において

おおむね65歳以上のねたきり老人又は痴呆症老人
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等を常時介護を行っている老｣とされる｡これら

本事業の目的,対象者,事業内容をみる限り,デ

イ･サービス事業は ｢老人の福祉｣を中心に,｢家

族の福祉｣は,具体的には ｢家族の介護者教室｣

1つということになる｡勿論,これは,見方によ

っては一種の ｢託老所｣ とも見ることができ,そ

の限りでは老人を預けている時間,家族は老人か

ら解放される,といえよう｡しかし,｢適所サービ

ス事業｣の ｢目的｣をもう一度みるなら,｢家族の

身体的 ･精神的な負担の軽減を図ること｣が規定

されている｡この ｢目的｣に対する具体策として 1

つは利用回数 :原則として1人平均遇 1- 2回程度

を標準とする,であり,2つは家族介護者教室 (の

研修科目), 1,医学 (介護知識及び基礎実技),

2,老人の心理的特性と基本的接遇に関する知識,

3,家政 ･調理知識及び実習, 4,日常生活自助

具の利用方法及び日常生活動作訓練,ということ

になる｡これら具体策からいえることは,｢家族の

心身の労苦の軽減｣とは,第 1に,家族の介護が

前提されていること,第 2に,家族による介護知

識および技術の修得が目的とされていることであ

る｡このことは,言葉をかえていうなら,家族に

対する ｢介護指導｣であり,家族に代わる ｢介護｣

でも,家族を補完する ｢介護｣でもないことにな

る｡このような内容の ｢デイ ･サービス事業｣が

介護に当たる家族の負担軽減策,心身の労苦の軽

減策 として登場した中味である｡

以上の ｢短期保護事業｣や ｢デイ ･サービス事

業｣といった ｢施設を利用した在宅サービス｣を

さらに進めた形で ｢家庭介護者｣の視点が ｢当面

の在宅老人福祉対策のあり方について｣の ｢意見

具申｣(昭和56年12月)に盛 りこまれた｡この ｢意

見具申｣が発表された時点での話題は,｢利用者の

費用負担｣視点の導入であった｡しかし,同時に,

ここに初めて ｢家庭介護者に対する援助｣とい う

項が独立して掲げられたことは注目に値する｡既

述したように現行の老人福祉法の中では,家族介

護者は表面立って現われてはいない｡また,過去

の老人福祉関係の審議会答申においても,家族介

護者の問題が独立させて扱われることはなかっ

た｡たとえば,｢老人問題に関する総合的諸施策に

ついて｣(中央社会福祉審議会,昭和45年11月)で

紘,第4章 ｢居宅老人サービス｣の第 1節,ねた

きり老人対策について,の中で,｢--ねたきり老

人の存在は,家族に過重な負担をおあせ,家庭に

各種の トラブルをもたらすおそれがあるととも

に,ねたきり老人自身の苦痛は言をまたないもの

である｡｣と指摘されているにすぎない｡その後,

｢『老人ホームのあり方』に関する中間意見｣(中

央社会福祉審議会,昭和47年12月)が出されたが,

ここでも老人ホームを ｢収容の場｣から ｢生活の

場｣へと考え方の基本を転換させたが,家族に対

する援助の問題は特別にふれられているわけでは

ない｡ついで提出されたのが前述の ｢今後の老人

ホームのあり方について｣という｢答申｣である｡

この点についてはすでに触れたので省 くが,基本

的には ｢老人ホームのあり方｣が提出されたにす

ぎず,家族と在宅サービスと老人ホームの一体的,

有機的関係のあり方を検討したものではなかっ

た｡

家族介護者の視点が老人対策の対象に明確に阻

みこまれたのは ｢当面の在宅老人福祉対策のあり

方について (意見具申)｣が唱矢といえよう｡この

点については,昭和57年度 『厚生白書』の中で,

この1年間の老人福祉の主要な動きとして当審議

会の ｢意見具申｣が以下のように掲載されている

ところからも,きわめて注目に値する｡つまり,

｢本格的な高齢化社会の到来を控えて,在宅老人

福祉サービスを積極的に位置づけるべきである｡

今後の方向としては,福祉サービスの対象を所得

の高低にかかわらず全家庭に拡大し,負担能力と

需益に応じた費用負担制度を導入するほか,旦垂

を老人から老人を抱える家族にまで広げるなどの

新たな視点の導入が必要である｡(『厚生自書』昭

和57年度,p.309,下線は萩原)0

このように,新たな視点からの｢対象の拡大｣-

｢老人を抱える家族｣に対する援助は,｢意見具申｣

ではどのようなものとして措かれているだろう

か｡それは,第 5章,当面改善すべき在宅老人福

祉対策について,のうちの ｢家庭介護者に対する

援助｣の項に示されている｡すなわち,｢世帯の核

家族化及び家庭婦人の職場進出の傾向が強まって

きている現在,一般に家庭の老親等Kl対する介護

機能は低下する憤向にある｡しかし,老人は,た

とえ老化による日常生活能力が後退しても家庭で

の生活を望み,また,家族もできれば老親を老人
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ホームに入所させるよりは,家庭で共に生活した

いと望んでいるのが現実である｡そこで,老人の

ための在宅福祉対策の強化とともに,今後ともこ

れらの家庭の介護焼能を可能な限り健全に維持す

ることができるよう社会的な扶養支援体制を整備

することが必要である｡｣と｡ここに引用した ｢意

見具申｣は,現在の老人福祉政策の構造を簡明に

表わしているといえる｡つまり,｢家庭介護者に対

する援助｣の必要性は,核家族化と家庭婦人の職

場進出によって家庭の介護機能が低下する現在,

この介護機能を可能な限 り健全に維持するところ

に由来する.では,なぜ,家庭の介護壊能を維持

する必要があるのか｡それは,老人自身,家庭で

の生活を望んでいること,また,家族も老親を老

人ホームに入所させるよりは家庭で共に生活した

いと望んでいるから,である｡このように,一方

で家庭内介護を困難にさせる社会状況の変化に対

し,他方で,老人も家族も ｢家庭で共に生活した

い｣という意識がある｡この相互矛盾する状況に

ついて,｢意見具申｣は ｢家庭介護者に対する援

助｣-｢社会的な扶養支援体制｣の整備で克服しよ

うとする｡では,その具体策はどんなものか｡答

えは,現行施策である老人家庭奉仕員派遣事業,

デイ ･サービス事業,ねたきり老人短期保護事業

及び福祉手当制度等の充実を図ること｡さらに,

今後は ｢介護者教室の創設｣と ｢ねたきり老人等

介護者に対する税制上の優遇措置の創設｣が ｢意

見具申｣されたのである｡

③ 家族介護者と老人福祉サービスとの関係

上述したように,従来の審議会答申に比べて,

より明確な形で家庭介護者に対する援助の必要性

が打ち出された昭和56年12月の ｢意見具申｣では,

｢介護者負担軽減を図りつつ家庭の扶養機能を一

層堅固なものにすること｣が目指されていたので

ある｡つまり,｢介護者負担の軽減｣策は,｢家庭

の扶養機能｣を維持し,それを一層堅固なものに

するために導入された視点であり,具体的方策で

あった｡家族のもつ ｢扶養機能｣に注目し,これ

を維持 ･強固なものへと期待する考えは,臨暗行

政調査会 ｢第 1次答申｣(昭和56年 7月)の ｢行政

改革の理念｣と軌を一にするものである｡すなわ

ち,今後わが国がめざすべき方向として,｢活力あ

る福祉社会の実現｣が提示され,それを実現する

ためには,自由経済社会の持つ民間の創造的活力

を生かし,適正な経済成長を確保することが大前

提とされる｡同時に ｢家庭,地域,企業等が大き

な役割を果たしてきた我が国社会の特性は,今後

もこれを発展させていくことが望ましい｡すなわ

ち,個人の自立 ･自助の精神に立脚した家庭や近

防,職場や地域社会での連帯を基礎としつつ,効

率の良い政府が適正な負担の下に福祉の充実を図

ることが望ましい｡｣ と指摘する｡

臨調 ･行革の理念に沿った線で家庭の役割の重

視が打ち出され,自立 ･自助の ｢精神｣に立脚し

た家族の連帯の強調が行われた同時期に,老人福

祉政策においても ｢家族介護者｣視点の導入が図

られたのである｡したがって,そこで｢意見具申｣

された具体的施策および,すでに実施されている

介護者援助対策は,｢介護者｣の負担そのものを軽

減することを目的としたというより,むしろ ｢家

庭の扶養機能を維持 ･堅固｣なものにするための

｢手段｣として導入されたものといえよう｡この

｢目的｣と ｢手段｣を福祉サイ ドから論理的に結

びつける役割を果たしているのが,｢老人の福祉ニ

ーズ｣,つまり｢老人は,たとえ心身上の障害を有

する場合であっても,家族,友人,知人等の人間

関係を保持しながら,現在の住みなれた地域の中

で生活を維持することを希望する｣という ｢ニー

ズ｣であり,また,この ｢ニーズ｣を満たす福祉

の方法としての｢居宅処遇｣-｢在宅老人福祉対策｣

である｡しかも,｢居宅処遇｣はたんなる福祉の方

法ではなく,居宅処遇 ｢原則｣として,今日では,

施設処遇より優先順位が高 く置かれている｡つま

り,｢まず居宅処遇で対応することを原則とし,そ

れが困難な場合に老人ホームに入所するという積

極的な在宅福祉対策を確立することが必要であ

る｡｣(前掲 『意見具申』)と｡｢老人の福祉ニーズ｣

と｢居宅処遇原則｣,この二つの社会福祉理念を｢た

て糸｣に,｢民間の活力｣と ｢家庭の役割｣といっ

た社会経済的価値観を ｢よこ糸｣に編みこまかて

きた今日の政策状況の中で提示されたのが ｢家族

介護者｣に対する ｢福祉サービス｣である｡

したがって,家族介護者と福祉サービスとの関

係は,基本的には,老親の介護扶養は,まず家族

が担 うもの,と位置づけられ,諸々の福祉サービ
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スは家族を ｢補完｣するものと考えられている｡

また,老人福祉法の現状をみた時にもふれたよう

に,福祉サービスは,原則的には,家族がいない

老人に発動し,もし,家族はあったとしても,十

分に扶養機能が発揮できない時に,福祉サービス

の提供が行われるのである｡その意味では,現在

のわが国における家族と福祉の関係は,家族の｢代

替｣,｢補完｣的機能を,福祉が∵時的にか,また

は長期的に果たすものと位置づけられてきたとい

えよう｡

同種の規定はほかにも見られる｡たとえば,私

的扶養と公的扶養との関係について,｢扶養ニーズ

を有する主な対象者の属性別 (児童,障害者及び

老人)に扶養の種類 (経済的扶養及び身体的扶養)

を分けて公私の扶養分担表を作成した堀勝洋氏の

考察によると,老親に対する子の ｢経済的扶養｣

は ｢私的扶養から公的扶養へ移行｣するものと位

置づけられ,｢身体的扶養｣の場合には,｢私的扶

養優先 ･公的扶養補完｣と考えられている(25)0

さらに ｢コミュニティ･ケア｣-在宅福祉サービ

スを中心とする地域く･るみの社会福祉,という考

え方に批判を寄せた星野信也氏は,｢制度化された

社会福祉サービスは,せいぜいのところ制度化さ

れない福祉サービス (大部分が家族によって果さ

れている一萩原)を補完することしかできないこ

との認識から出発すべきであろう｡--程度の差

はあれ,欧米のどこでも福祉ニーズの大部分はや

はり家族によってになわれているからである｡そ

こでは最近,社会福祉の役割は現実にケアする人

を支援することにあるとい う認識が高まってい

る｡--社会福祉は家族を支援するか,補完する

か,限られた場合に代替するのであって,その意

味では,社会福祉サービスが普遍的になるなどと

い うことはあ り得ようがないといわねばならな

い｡｣(26)と記 している｡ここでは,｢制度化された社

会福祉サービス｣は,家族に対して ｢支援｣,｢補

完｣,｢代替｣することしかできないものと考えら

れている｡

家族と福祉との関係について,代替,補完,支

援の関係とは異なった角度からの位置づけもみら

れる｡たとえば,｢老人介護は誰がするのか｣とい

う問に対し,ある種の ｢段階｣論ないしは ｢優先

順位｣論とも呼べる考え方である｡それは,第 1

段階が家族,これは男女協業および子ども全員が

協力する｡第2段階は別居親族,第3段階は地域

社会,そして第4段階に政府 ･公的サービスが当

たる,というものである(27)｡この考えは,基本的

には家族 ･親族がまず老人介護に当た り,それが

不可能ないしは困難な場合に地域の援助を求め,

それが不十分な時には政府 ･公的サービスが係わ

る,という図式である｡ここでも家族中心,家族

以外の公私サービスが家族の補完 ･代替 ･支援を

するという考え方である｡

① 家族介護者政策の今日的性格

以上,家族社会学の ｢家族機能｣論を理論的根

拠に,近代化の過程で生ずる核家族化-家族機能

縮小 ･衰退説から老親介護の ｢社会化｣が説明さ

れている｡また,法律と制度 ･政策的には ｢老人

の福祉ニーズ｣と福祉の ｢居宅原則｣を根拠に介

護扶養の家族責任主義 ･家族中心主義の考えが明

らかになった｡そして,家族変動と福祉サービス

との関係をみると,政策的意図は ｢家族機能｣の

維持と介護意欲の高揚を目ざして,家族介護者に

対する援助- ｢家族負担の軽減｣の視点が老人福

祉政策にとりこまれてきたのである｡

このように,｢家族が老親の介護を担 うもの｣と

いう前提で立論された家族介護者の ｢負担軽減｣

範とは,一体,どのような性格のものであろうか｡

つまり,制度 ･政策的措置までとられた ｢家族介

護者｣視点の導入は,どのように意味づけされる

であろうか｡また,家族の支援 ･補完 ･代替策と

しての老人福祉サービスとは,一体,何か.

みてきたように,今日の家族介護者政策は,一

方で ｢老人の福祉｣を目的に,他方で ｢家族維持･

家族崩壊の予防｣を目的とした家族介護者の ｢負

担軽減｣策という性格のものであった｡したがっ

て,今日の老人福祉政策は,家族による介護扶養

能力の有無を,思想的にも,また,具体的施策

の資格要件にもくみこんでいる限 りにおいて,

きわめて ｢救貧的｣性格の強い政策 と規定する

ことができる｡社会福祉の歴史において,救貧

から積極的福祉への移行が近代化の車で求められ

てきた｡従来,救貧的性格を規定するものとして,

貧困,所得制限,施設収容,無権利制といった規

準があげられてきたが,今日の老人福祉は,生活
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保護法との分離によって,いわゆる ｢福祉｣が追

求されてきた｡しかし,救貧的残洋としての経済

的資格要件と施設収容主義に対する批判は鋭 く,

その克服に向かう在宅福祉原則の確立と課税世帯

へのサービス対策の拡大-自己負担制の導入が図

られてきた｡この時点で,老人政策は致貧から福

祉へ転化したと一般に受けとられている｡だが,

これらの条件の導入によって,老人福祉政策は救

貧的性格を払拭したと断定できるであろ うか｡

我々は ｢払拭｣説に納得し難い点を兄い出さざる

を得ない｡それは,｢家族｣の扱い,すなわち,衣

族による ｢介護扶養能力｣の有無が老人福祉サー

ビスの資格要件に,いまだに影響しているからで

ある｡この点について星野信也氏も次のように指

摘する｡｢わが国では,老人福祉が生活保護の ミ-

ソズ･テス トから解放されたという通説があるが,

ホーム-ルパー派遣の要否をめぐって,家族の介

護機能の有無を問うのもミ-ソズ ･テス トと考え

るべきで,それをミ-ンズとみない見解は右の例

と同じ発想といえる｡｣(28)と｡

それ故,家族介護者政策にみる家族介護扶養の

義務 ･責任主義の傾向は,救貧的性格の強化であ

り,救貧法への回帰につながるものと判断せざる

をえない｡

では,今日の家族介護者政策は,何故に救貧的

性格を強めていったのであろうか｡家族介護者に

対する ｢負担の軽減｣策は,あくまでも家族が老

親の介護を担 う前提で考えられてきた政策であ

る｡このことは,家族介護者の ｢負担の開放｣が

目ざされているのではないということである｡換

言するなら,老親の介護は ｢家族扶養｣に全面依

存することが最高であり,やむを得ない場合に,

段々と劣悪な公私サービスの支援 ･補完 ･代替が

行われるという論理である｡その意味では,家族

による全面介護を満点に据えて,その他の方策は

多かれ少なかれ,それよりも劣るものと位置づけ

られ,また,価値づけられている点で,｢引き算｣

の福祉サービス-減法主義サービスといえよう｡

家族を最高に据え,次に居宅福祉原則が並び,さ

らに減法された位置に老人ホームが格付けされて

いる｡この点は,先きに引用した中央社会福祉審

議会の ｢意見具申｣の文脈からも明らかに読みと

ることができる｡それ故,この ｢減法主義｣によ

って組み立てられている現行の家族介護者政策

を,あらためて再検討する必要があろう｡

3 家族介護者政策の問題点

家族介護者政策の現状は,｢介護者の負担軽減｣

を目的に導入されながら,その性格は,家族介護

能力の有無をサービスの受給資格要件に据えてい

るために,家族を支援 し,かつ補完 ･代替する役

割を強く担ったものとなっている｡その意味では,

家族介護者援助を老人福祉政策にくみこむことに

よって,あらたな救貧性,家族責任主義,性別役

割分担固定化の考え方を制度的に認める結果とも

なってきた｡このような性格を含んだ家族介護者

政策では,老人の福祉と家族の福祉を両立させる

ことは,現実的にとうてい無理である｡｢家族介護

満点｣論から導き出された ｢引き算｣ としての福

祉サービス-｢減法主義｣では,老人の福祉と家

族の福祉の ｢対立｣を止揚することはできないで

あろう｡そこで以下,老人福祉政策の発展を促す

ために,現行の家族介護者政策はどのような問題

点を内在させているか,といった点について検討

することにする｡

(1) 家族介護者政策の位置づけ

従来,養老事業といわれてきた老人対策は,身

寄 りの無い老人,家族のいない老人,たとえ家族

があったとしても,家族に面倒をみてもらえない

老人を対象にしてきた｡そして,今日に至るまで,

この前提は積極的に外されることもなかった｡そ

れに比べて,最近は,ボケ老人,ねたきり老人の

家庭介護問題を契機として,はっきりとその前提

条件がとり除かれつつあるといえる｡その意味で,

老人福祉対策の展開過程で,1つの新たな段階が

始まったといえよう｡しかし,せっかく ｢家族介

護者｣の視点が理論的にも,また政策対象にも組

みこまれながら,その扱われ方が ｢家族機能｣論

や ｢家族介護当然｣論,｢介護負担軽減｣論に止ま

っている限 り ｢ねたきり老人を抱える家族｣の問

題は多くの問題を残さざるをえない｡したがって,

これら現在の ｢減法主義｣的家族介護者援助から

一歩つきぬけることが当面する介護者問題の課題
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である｡

では,家族介護者政策は,どのような位置づけ

が与えられれば現状打開の道につながるであろう

か｡

家族介護者政策の基本的考え方は,社会保障 ･

社会福祉政策全体の-構成部分ということができ

る｡そして, ここでの社会保障 ･社会福祉政策と

は,｢個人ならびに家族の福祉をめざす広範な社会

および経済政策にとってともに必要不可欠な部

分｣(29)と規定されよう｡つまり,｢家族介護者｣政

策は,老人個人とその家族の福祉を守 り発展させ

ることを目標 としているのである｡いいかえるな

ら,老人と介護者の福祉を ｢対立｣させるのでは

なく,｢共存｣させる政策が図られなければならな

い｡この場合の ｢共存｣は,家庭的愛情によって

成立するものである｡家族の名のもとに ｢個人｣

が犠牲にな り,個人の名のもとに家族の粋が合法

的に切れることを予防しなければならない｡従来

の家族介護者政策は,老人の福祉を守るために家

族が犠牲を払い,家族を維持するために老人が厄

介視される, という現実に対して,あまりに無力

であった｡

ここで若干の用語規定をしておこう｡これまで

しばしは使ってきた ｢政策｣という用語は,｢国家

の行 う諸施策 と措置｣(30)とい うことにする｡｢国

家｣の中には地方公共団体も含めた意味合いで使

うことにする｡また,｢家族介護者｣については,

｢ねたきりの老親を在宅で介護している家族ない

し親族｣ということにする｡

(2)老人と介護者の ｢共存｣を可能にする要素

では,家族介護者政策を考える上で,老人と家

族および介護者個人の福祉をともに守るための必

要条件とは何であろうか｡

1)老人と家族の ｢介護意思｣の尊重

老人と家族 との問に生ずる介護関係についてみ

ると,現状は,前述した如く,介護能力と介護意

思によって家庭介護可能条件が自ずと決定される

ことになる｡しかし,現実の生活の中では,多 く

の家族は,老親を家族で介護したいと思いながら

それが出来ない状況にあるのではないだろうか｡

また,老人も家族に面倒をみてもらいたいと秘か

に思っていることだろう｡このような介護者側の

意思と介護される側の意思は,これまでの介護者

政策では,客観的な要素とされる家庭内介護能力

と,現行福祉サービスの量 ･質にわたる配置状況

に従属させられてきたといえる｡その結果は,｢一

人く･らし限界｣とか,｢家族同居困難｣といった理

由によって老人ホ-ム-の ｢入所｣が決まること

になる｡これらの ｢理由｣は,福祉事務所からま

わってくる ｢ホーム入所記録｣に記された公式の

入所理由である｡家族介護者政策とは,家族およ

び老人の介護に対する意思をより一層尊重すべき

ではないだろうか｡ほんの少しでも介護したい,

あるいは介護されたいという意思があるならば,

それらの意思を最大限生かす方向であらゆる福祉

サービスの有効活用を図ることが老人 と家族の

｢共存｣につながるのではないだろうか｡｢一人ぐ

らし限界｣,｢家族同居困難｣という判定の下に福

祉サービスの適用を図ることは,間違いとはいえ

ない｡しかし,このような判定が制度にてらして

とか,サービスの配置状況に左右された結果であ

るとしたなら,その判定は ｢個別的ニー ド｣とか

｢個々の状況に応じた｣サービスの適用 というよ

りむしろ,制度･施策が老人と家族の上に君臨する

ことになる｡その結果は,老人に対する家族の厄介

視,老人ホームおよび老人ホームに入所させた家

族に対する社会の偏見,老人福祉対策の選別的対

応を不可避的にする｡したがって,老人 と家族の

｢介護意思｣の評価をどうくみこむかが介護者対

策の大きな課題の 1つとなろう｡

2) 家族自身の決定に基づ く福祉サービス

｢選択権｣の保障

先きに,家族介護者とは ｢ねたきりの老親を在

宅で介護している家族ないし親族｣と一応の定義

を行っておいた｡しかし,この状態は以下のよう

に二つに分けられるだろう｡1つは ｢強制的 ･義

務的家庭介護｣の場合と, 2つは ｢自発的 ･選択

的家庭介護｣の場合である｡現在の介護者対策は,

どちらかというと前者に属する｡なぜならは,衣

族内における介護労働力の有無が,介護者の意思

を無視 して福祉サ-ビスに直結 しているからで

ある｡今後 目ざされるべき方向は後者である｡
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つまり,家族内で介護するか,あるいは在宅サー

ビスを利用しつつ老人世帯として生活するか,あ

るいは老人ホームを利用するか,それとも,これ

ら家族,在宅サービス,施設サービスを,個々の

事情に応じて組み合わせて行 くか,といった決定

は,何よりも老人および家族が行 うべきものであ

ろう｡ところが現行の主要な老人福祉サービスは

｢福祉の措置｣ ということで,措置権は行政側に

委ねられている｡今日,介護する側も,介護され

る側もともに ｢人権保障｣の観点に立って公的サ

ービスが提供されているはずである｡それが,同

一家族内で,老人の福祉を守れば家族の福祉が犠

牲になり,家族の福祉を守れば老人が厄介視され

るといった ｢対立｣が解決されないままになって

いる｡したがって,家族介護政策にとって重要な

ことは,家族,在宅サービス,施設サービス,め

るいはそれらの組み合わせの選択に関しては,老

人と家族に ｢選択の自由｣を保障することである｡

碓かに,現在においてもすでにこれらの｢選択権｣

は老人と家族に委ねられているとの見方もあるだ

ろう｡しかし,その場合の ｢選択｣とは,｢強制さ

れた選択｣なのである｡ 1つの方向,1つの解決

策しか選択できないのが現状である｡これから求

められる選択とは,｢自由な選択｣である｡この保

障をくみこんだ家族介護者政策が望まれる｡

3)老人ホーム入所要件の問題点

わが国の現行特別養護老人ホームの入所要件に

は,老人の心身状況にプラスして住宅を含む家族

の状況が規定されていた｡この点についてはすで

に詳 しくふれたとおりである｡ところが,イギ リ

スの老人ホーム入所に関する法的要件は ｢ケアと

注意を必要 とする状態｣(31)にある者といわれてい

る｡イギ リスの法的要件に比べて,わが国の老人

ホーム入所資格要件の何と複雑なことか｡通常,

｢ねたきり｣とは6カ月以上臥床している状態と

か,｢心身上著しい欠陥があるために常時介護を必

要 とし,かつ,居宅においてこれを受けることが

困難な老｣というわが国の法的要件と,｢ケアと注

意を必要とする状態｣ といった規定と,どちらが

老人と家族にとって理解しやすいか｡福祉サービ

スの利用資格に関しても,今後,老人個人の心身

状態にのみ注目した規定が望まれよう｡

(3)｢できる限 りの努力｣と ｢できる範囲の

努力｣の区別の必要性について

老人福祉法第11粂第 1項第3号には,｢--身体

上又は精神上著しい欠陥があるために常時の介護

を必要とし,かつ,居宅においてこれを受けるこ

とが困難なもの｣を特別養護老人ホームに収容す

ることが明記されている｡ この居宅において常時

の介護をうけることが ｢困難な事態｣には二つの

経路がある｡1つは,｢できる限りの努力｣を傾け

たが,どうしても家庭内介護は困難になった場合

と,2つは,｢できる範囲の努力｣をしたが,結果

は ｢困難｣ と判断される場合である｡老親の介護

をめく･って,ぎりぎりの状態にまで老人と家族を

追いつめないためには, どうしても後者の｢努力｣

を政策的に容認する必要がある｡なぜなら,最近,

老親介護又は家族介護をめく･って,自殺,殺人,

心中といった最悪の事態がまま引きおこされてい

るからである｡その意味で,前者の ｢努力｣は老

人と家族の双方に対して,無理な状態,犠牲の強

制が暗に含まれているといえよう｡そして,前者

の ｢努力｣を求めているのが,現行の諸施策であ

る｡したがって,二つの ｢努力｣は明確に区別し

なければならない｡

(4)家族内介護と施設介護の違い

かつて,糸賀一雄氏は施設養護の意味の変化に

ついて次のように記している｡｢養護施設は,単に

本人にとって 『適当でない環境』から施設に移す

という r生活拠点の転換』 というだけのものでは

ない｡家庭に代わるものという機能を果たすだけ

ではなく,そこで 『治療的な効果』が期待 され

る｡｣(32)と｡この指摘は,｢生活拠点の転換｣として

の施設の役割 りから,｢治療的な効果｣の期待され

る｢療育｣(専門的な治療 と教育)を実践する場と

しての施設-と,施設の近代化を方向づけた研究

として大変評価されている｡ひるがえって,老人

福祉のサービスとしての ｢介護｣概念はどのよう

な内容のものとして使まっれているだろうかO施設

介護にしろ,在宅介護にしろ,また家庭介護にい

たっても,現在の ｢介護｣概念はADL(日常生活
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行動)としての食事,排滑,入浴の一部又は全面

介護を主な内容としているといえよう｡これら三

つの行動において老人個人の自立が阻害された場

合に,家庭介護,ないしは施設介護が始まること

になる｡しかし,もし｢介護｣概念がADLに終始

したとしたならば,家族介護と施設介護の違いは

どこにあるといえようか｡既述したように,わが

国の老人福祉政策は,施設入所の必然性,在宅福

祉サービス利用の必然性の説明を常に ｢家庭に代

わるもの｣,｢家庭を補完するもの｣としてきた｡

その意味では,家庭から施設への移動は,単なる

｢生活拠点の転換｣を試みたにすぎない｡

そこで,家族があっても,また,家族に,介護

能力があったとしても,福祉サービスの利用を必

然化する論理がなければ,いつまでたっても,衣

族 と福祉サービスの関係は支援 ･代替 ･補完的性

格の域を超えることはできない｡では,どのよう

に考えたらよいか｡それは,家族の個々の事情に

照らして,今ある家庭介護の状況より,少しでも

よりよい生活 と介護の状況を老人に提供するため

に ｢在宅サービス｣や ｢施設サービス｣が利用さ

れるという考え方である.ここで提供されるサー

ビスの内容は,生活と介護が分離され,区別され

るのではなく,ねたきり老人の介護として ｢生活

介護｣とでも呼ぶべきサービスである｡老人にと

って,よりよい ｢生活介護｣を提供する人と場所

が家庭であ り,施設 ということになる｡選択の基

準は,今ある ｢生活介護｣の状態より,少しでも

よりよい状態を求めて決められることになる｡｢生

活介護｣の概念は,その意味では ｢足し算｣の考

え方である｡すなわち,｢加法主義｣を原則とした

老人福祉の考え方であり,また方法となろう｡そ

して,｢生活介護｣の中味は,家族的な愛情による

人間関係,人的交流によって結果する ｢介護｣で

ある｡そこでは,老人と家族,老人と福祉従事者,

老人と老人,老人と地域住民等の相互交流の中で,

お互いの人間が信頼感を生み出し発展していくこ

とになる｡

原則としていた｡このような原則が貫徹される限

り,家族介護者政策の導入は,逆に老人の福祉と

家族の福祉を ｢対立｣させこそすれ,解決させる

ことにはならないことが明らかになった｡そこで,

本稿では,老人と家族の｢共存｣を図るために｢加

法主義｣の考え方を提出した｡ねたきり老人の生

活と介護,その介護を担 う家族の生活と介護を考

える場合,｢適切な介護｣のあ り方,つまり,現実

に生きて生活 している人間の ｢よりよい生活介護

の状態｣が保障されなければならない｡ しかし,

この ｢よりよい生活介護の状態｣を保障し,確保

するためには,福祉のサイ ドからも,施設入所要

件の検討や,福祉と医療,住宅等の関連領域との

関係の問題,さらに,サービスの ｢システム｣の

規定や,短期保障事業や中間施設論に対する検討

が残されている｡これらの課題については,あら

ためて稿をおこすつもりである｡

おわ りに

現在老人福祉政策ないしは家族介護者政策は,

いわゆる ｢家族満点｣論に沿った ｢減法主義｣を
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